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兵庫県内における平成２２年度育児・介護休業法施行状況について 

 

兵庫労働局（局長 白川欽也）は、平成２２年度の育児・介護休業法に関する相談、

紛争解決の援助及び指導の状況を取りまとめた。 

 

１ 相談の状況 

・育児・介護休業法の制度の内容に関する相談は、４，０３３件。うち９６．２％

が事業主からの相談。平成２２年６月３０日より施行された改正育児・介護休業法

の内容や、就業規則の改正についての相談が多く、平成２１年度（１，４６９件）より

２．７倍増加している。                           

（資料１ 表１、図１） 

・労働者の自らの権利等に関する相談は、９６件で、平成２１年度（１０２件）よ

り６件減少。女性労働者からの相談が８３件で８６．５％を占める。       

・相談内容は、育児休業の取得等を理由とした不利益取扱いに関する相談が３１件

（３２．３％）で最も多く、次いで育児休業が取得できない等の「育児休業に係る

事案」が２２件と多くなっており、平成２１年度の９件に比較して増加している。 

              （資料１ 表２、図２） 

 

２ 紛争解決の援助 

・労働局長による紛争解決の援助の申立受理件数は６件（全て女性労働者から 平

成２１年度は３件）であった。援助の結果、６件全て解決している。 

・申立の内容は、育児休業に係る事案が３件、期間雇用者の育児休業に係る事案、

育児休業に係る不利益取扱い事案、介護休業に係る不利益取扱い事案が各１件である。   

（資料１ 表３、資料２） 

                               

３ 指導の状況 

・育児・介護休業法に沿った就業規則の整備や雇用管理の状況について、１６９

事業所に対し報告徴収を実施し、このうち１６２事業所に対し、１，０３７件の 

助言を行った（平成２１年度は、１４１事業所に８５０件助言）。 

                     （資料１ 表４） 
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